
 

 

消費生活用製品安全法施行令の一部を改正する政令案要綱 

 

１ 子供用特定製品の追加 

乳幼児用ベッドガード及びベビーカーを消費生活用製品安全法に基づく子供用特定製

品として追加する。（第三条関係） 

 

２ 特定製品の追加 

乳幼児用ベッドガード及びベビーカーを消費生活用製品安全法に基づく特定製品とし

て追加する。（別表第一関係） 

 

３ 附則 

（１）この政令は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。（附則第一項

関係） 

（２）この政令の施行に伴う所要の経過措置について定める。（附則第二項、第三項関係） 

 


